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福井しあわせ元気国体・福井しあわせ元気大会 

輸送・交通基本方針 

 

第７３回国民体育大会（以下「国体」という。）および第１８回全国障害者スポーツ大会（以下「大

会」という。）に参加する選手・監督、役員、視察員、報道員およびその他関係者（以下「参加者」と

いう。）ならびに一般観覧者の輸送については、道路および交通の状況等を勘案するとともに、環境に

配慮し、安全かつ確実に行うものとする。 

 

１ 両大会参加者の輸送 

（１）全国輸送 

  ア 全国から来県する両大会参加者の集合および解散については、自由集合・自由解散とする。 

  イ 県および会場地市町は、関係機関等の協力を得て、円滑な輸送の確保に努める。 

（２）開・閉会式の輸送 

  ア 両大会の開・閉会式における参加者の輸送については、県が会場地市町、関係機関等の協力を

得て実施する。 

  イ 原則として計画輸送とし、円滑な輸送の確保に努める。 

（３）競技会場地の輸送 

  ア 国体の競技会場地における参加者の輸送については、会場地市町が関係機関等の協力を得て実

施する。 

    大会の競技会場地における参加者の輸送については、県が実施する。 

  イ 国体において、同一の競技が２市町以上の会場地で行われる場合は、円滑な輸送が行われるよ

う、関係市町が協議して実施する。 

（４）指定集合地の設定 

   県および会場地市町は、国体の開・閉会式および競技会場地における参加者の輸送を円滑に行う

ため、宿舎の分布、参加人員、道路交通事情等を考慮し、バスその他の車両の乗降場として必要に

応じて指定集合地を設ける。 

 

２ 一般観覧者の輸送 

（１）一般観覧者の両大会の開・閉会式および競技会場地の輸送については、県または会場地市町が関

係機関等の協力を得て、バス・鉄道等の公共交通機関の利用および会場周辺駐車場からのシャトル

バスの運行による円滑な輸送に努める。なお、高齢者、障害者等の輸送については、別途配慮する。 

（２）自家用車での両大会の開・閉会式会場および競技会場への乗り入れについては、道路交通事情お

よび駐車場の設置状況に応じ、必要な制限を行う。 

 

３ 車両および駐車場の確保 

（１）両大会参加者および一般観覧者の輸送に必要な車両については、県または会場地市町が関係機関

等の協力を得て、その確保に努める。 

（２）両大会の開・閉会式会場および競技会場地における駐車場については、県または会場地市町がそ

の確保に努めるとともに、遠隔となる駐車場については、必要な措置を講じる。 

（３）大会の車両の確保において、低床バスなどバリアフリーに対応した車両の確保に十分配慮する。 

 

４ 交通安全対策 

   県および会場地市町は、両大会の開催期間中における交通安全の確保と交通混雑の緩和を図るため、

関係機関等はもとより、広く県民に協力を求め、実情に応じて適切な対策を講じる。 

 

  

平成２６年２月２１日 
第７回常任委員会改正 
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福井しあわせ元気国体 輸送・交通基本計画 

 

 福井しあわせ元気国体・福井しあわせ元気大会輸送・交通基本方針に基づき、県、会場地市町、関係

機関および関係団体等は相互に緊密な連携を図り、第７３回国民体育大会（以下「大会」という。）の

輸送・交通業務を円滑に推進する。 

 

１ 輸送・交通業務の基本的事項 

（１）輸送対象者 

   輸送の対象者は次のとおりとする。 

  ア 大会参加者 

   ① 選手・監督 

   ② 都道府県選手団本部役員 

   ③ 大会役員 

   ④ 競技会役員 

   ⑤ 競技役員 

   ⑥ 招待者 

   ⑦ 報道関係者 

   ⑧ 視察員 

   ⑨ 式典出演者 

   ⑩ 大会実施本部係員、大会補助員、大会協力者等 

   ⑪ 競技会係員、競技会補助員、競技会協力者、競技補助員 

   ⑫ 上記のほか、県または会場地市町が必要と認めた者 

  イ 一般観覧者 

（２）実施期間 

   輸送・交通業務を行う期間は、原則として開会式３日前から閉会式１日後までの間とする。 

   ただし、競技の特殊事情から必要と認められる場合は、会場地市町が別に期間を定める。 

（３）業務の範囲 

  ア 輸送・交通業務の範囲は、全国輸送、開・閉会式輸送、競技会場地輸送およびその他大会諸行

事に直接関係する会場等の相互間の輸送とする。 

  イ 輸送対象者、車両、発着場所および発着時刻等を定め、計画的に行う輸送（以下「計画輸送」

という。）は、原則として近距離（概ね２㎞未満をいう。）は行わない。 

 

２ 大会参加者の輸送 

（１）全国輸送 

  ア 全国輸送計画の策定 

    県は、関係機関および関係団体等の協力を得て、全国から来県する選手・監督および役員等の

全国輸送計画を策定する。 

    計画の策定にあたっては、各都道府県等に対する来県意向調査を実施する。 

  イ 輸送業務の範囲 

    全国から来県する選手・監督および役員等について、各都道府県出発地から宿泊地の間とする。 

  ウ 集合・解散輸送 

平成２６年２月２１日 
第７回常任委員会決定 
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    大会に参加する選手・監督および役員等の全国輸送は、自由集合・自由解散とするが、県は必

要に応じて、列車の増発・増結等座席の確保およびその他輸送上の便宜が図られるよう、関係機

関および関係団体等に要請する。 

  エ 輸送案内 

    選手・監督および役員等の輸送案内は、県が設置する総合案内所および会場地市町が設置する

案内所において行う。 

  オ 指定下車駅等の設定 

    選手・監督および役員等の下車駅等は、県が会場地市町と協議の上、会場地市町の宿泊地の最

寄りの駅等から１カ所以上を設定する。 

  カ 指定下車駅等からの輸送 

    指定下車駅等と宿舎の間の輸送について、輸送距離および道路交通事情を勘案し、必要に応じ

て会場地市町が行う。 

 

（２）開・閉会式輸送 

  ア 開・閉会式輸送計画の策定 

    県は、関係機関および関係団体等の協力を得るとともに、式典計画および開・閉会式会場整備

計画等の関係する各種計画を十分に考慮し、開・閉会式輸送計画を策定する。 

  イ 輸送業務の範囲 

    選手・監督および役員等について、指定集合地と開・閉会式会場の相互間とし、原則として計

画輸送とする。 

  ウ 指定集合地の設定 

    開・閉会式における選手・監督および役員等の計画輸送を円滑に行うため、宿舎の分布、参加

人員および道路交通事情等を勘案し、県と会場地市町が協議して開・閉会式輸送の起点・終点と

なる指定集合地を設定する。 

  エ 指定集合地と宿舎間の誘導 

    宿舎と指定集合地が異なる場合は、指定集合地と宿舎間の誘導を会場地市町が行い、指定集合

地において県に引継ぎを行うものとする。 

  オ 計画輸送経路の設定 

    県は、輸送距離、所要時間および道路交通事情等を勘案し、関係機関および関係団体等と協議

の上、開・閉会式の計画輸送経路を設定する。 

  カ 添乗員の配置 

    計画輸送バスの各車両には、乗降時の誘導、乗車人員の把握および事故発生等の緊急時におけ

る措置のため、原則として係員が添乗する。 

  キ 車両許可証等の交付 

    会場周辺に乗り入れを認める車両は、一般車両と容易に区別ができるよう別に定める許可証等

を交付する。 

 

（３）競技会場地輸送 

  ア 会場地市町輸送・交通業務指針 

    県は、会場地市町における輸送・交通業務を推進するため、会場地市町輸送・交通業務指針を

示し、業務の円滑な準備、運営を期する。 
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  イ 競技会場地輸送計画 

    会場地市町は、会場地市町輸送・交通業務指針に基づき、競技会場地輸送計画を策定する。 

    同一の競技が２市町以上の会場地で行われる場合は、関係市町が協議して策定する。 

 

３ 一般観覧者の輸送 

（１）開・閉会式輸送 

   県は、関係機関および関係団体等の協力を得て、鉄道、路線バス等の公共交通機関を最大限に活

用するとともに、主要鉄道駅および駐車場等からのシャトルバスの運行や臨時乗降場の設置等の必

要な措置を講じる。 

   自家用車での来場は、原則として認めない。ただし、高齢者および身体障害者等の来場について

は、別途配慮する。 

（２）競技会場地輸送 

   会場地市町は、競技会場地輸送計画の策定に当たり、一般観覧者の輸送について、別途考慮する。 

 

４ 車両および駐車場の確保 

（１）借上バス等の確保 

   県は開・閉会式輸送、会場地市町は競技会場地輸送について、それぞれが関係機関および関係団

体等の協力を得て、必要なバス等の車両の確保に努める。 

   県は、競技会場輸送に必要なバス台数を把握し、会場地市町と協議の上、必要に応じて関係機関

および関係団体等にバス確保の協力を要請する。 

（２）鉄道・路線バス等の確保 

   県は開・閉会式輸送、会場地市町は競技会場地輸送について、それぞれが関係機関および関係団

体等の協力を得て、鉄道・路線バス等について、円滑な輸送の確保に努める。 

（３）予備車の確保 

   県および会場地市町は、大会期間中、予備車を準備して、緊急時に備える。 

（４）駐車場の確保 

   県は開・閉会式輸送、会場地市町は競技会場地輸送について、それぞれが道路交通事情および大

会参加者等の車両台数を勘案し、関係機関および関係団体等の協力を得て駐車場の確保に努め、そ

の効率的な利用を図る。 

   遠隔となる駐車場については、輸送距離、所要時間および道路交通事情等を考慮して確保する。 

 

５ 交通安全対策 

  県および会場地市町は、会場周辺における交通の安全確保と円滑な輸送を図るため、関係機関およ

び関係団体等の協力を得て、駐車場および乗降場における車両の誘導や交通規制等の必要な措置を講

じるものとする。 

  交通安全対策の実施に当たっては、地域住民等への広報活動を行い、協力を要請するとともに、交

通案内標識、案内板等の設置および各種広報媒体の積極的な活用により、円滑な通行を確保する。 

 

６ 輸送サービスの推進 

（１）輸送担当係員の講習 

   県および会場地市町は、円滑な輸送を推進するため、必要に応じて県および会場地市町の輸送担

当係員に対して、業務内容の徹底やサービス向上等のための講習会等を実施する。 
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（２）輸送関係機関等の講習 

   県および会場地市町は、円滑な輸送を推進するため、関係機関および関係団体等に対して、業務

内容の徹底、サービス向上等のための講習会の実施を求めることができる。 

 

７ 輸送本部の設置 

  県は、輸送・交通業務を円滑に遂行するため、輸送本部を設置する。 

 

８ その他 

  上記のほか、輸送・交通業務に関して必要な事項について、別に定める。 
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＜関係法規＞ 

道路運送法 昭和26年6月1日法律第183号 

（許可申請）  

第五条 一般旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国

土交通大臣に提出しなければならない。 

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 二 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別 

 三 路線又は営業区域、営業所の名称及び位置、営業所ごとに配置する事業用自動車の数その他の一

般旅客自動車運送事業の種別（一般乗合旅客自動車運送事業にあっては、路線定期運行（路線を定

めて定期に運行する自動車による乗合旅客の運送をいう。以下同じ。）その他の国土交通省令で定

める運行の態様の別を含む。）ごとに国土交通省令で定める事項に関する事業計画 

２ 前項の申請書には、事業用自動車の運行管理の体制その他の国土交通省令で定める事項を記載した

書類を添付しなければならない。 

３ 国土交通大臣は、申請者に対し、前二項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その

他必要な書類の提出を求めることができる。（有償運送） 

 

（禁止行為） 

第二十条 一般旅客自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運

送（路線を定めて行うものを除く。）をしてはならない。 

 

（有償運送） 

第七十八条 自家用自動車（事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。）は、次に掲げる場合を除

き、有償で運送の用に供してはならない。 

 一 災害のため緊急を要するとき。 

 二 市町村（特別区を含む。以下この号において同じ。）、特定非営利活動促進法 （平成十年法律

第七号）第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の

規定により一の市町村の区域内の住民の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送（以下「自

家用有償旅客運送」という。）を行うとき。 

 三 公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期

間を限定して運送の用に供するとき 

 

道路法 昭和27年6月10日法律第180号 

（道路の占用の許可） 

第三十二条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用し

ようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 

 一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 

 二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 

 三 鉄道、軌道その他これらに類する施設 

 四 歩廊、雪よけその他これらに類する施設 

 五 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設 

 六 露店、商品置場その他これらに類する施設 
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 七 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施

設で政令で定めるもの 

２ 前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出し

なければならない。 

 一 道路の占用（道路に前項各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用す

ることをいう。以下同じ。）の目的 

 二 道路の占用の期間 

 三 道路の占用の場所 

 四 工作物、物件又は施設の構造 

 五 工事実施の方法 

 六 工事の時期 

 七 道路の復旧方法 

３ 第一項の規定による許可を受けた者（以下「道路占用者」という。）は、前項各号に掲げる事項を

変更しようとする場合においては、その変更が道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のないと認めら

れる軽易なもので政令で定めるものである場合を除く外、あらかじめ道路管理者の許可を受けなけれ

ばならない。 

４ 第一項又は前項の規定による許可に係る行為が道路交通法第七十七条第一項 の規定の適用を受け

るものである場合においては、第二項の規定による申請書の提出は、当該地域を管轄する警察署長を

経由して行なうことができる。この場合において、当該警察署長は、すみやかに当該申請書を道路管

理者に送付しなければならない。 

５ 道路管理者は、第一項又は第三項の規定による許可を与えようとする場合において、当該許可に係

る行為が道路交通法第七十七条第一項 の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該地

域を管轄する警察署長に協議しなければならない。 

 

道路交通法 昭和35年6月25日法律第105号 

（公安委員会の交通規制） 

第四条 都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）は、道路における危険を防止し、その他

交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があ

ると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交

通整理、歩行者又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。この

場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による

交通の規制をすることが困難であると認めるときは、公安委員会は、その管理に属する都道府県警察

の警察官の現場における指示により、道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する交通の

規制をすることができる。 

 

（警察署長等への委任） 

第五条 公安委員会は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する歩行者又は車両等の通行の

禁止その他の交通の規制のうち、適用期間の短いものを警察署長に行なわせることができる。 

２ 公安委員会は、信号機の設置又は管理に係る事務を政令で定める者に委任することができる。 
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（警察官等の交通規制） 

第六条 警察官又は第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員（以下「警察官等」という。）は、手

信号その他の信号（以下「手信号等」という。）により交通整理を行なうことができる。この場合に

おいて、警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特に必要があ

ると認めるときは、信号機の表示する信号にかかわらず、これと異なる意味を表示する手信号等をす

ることができる。 

２ 警察官は、車両等の通行が著しく停滞したことにより道路（高速自動車国道及び自動車専用道路を

除く。第四項において同じ。）における交通が著しく混雑するおそれがある場合において、当該道路

における交通の円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、その現場における混雑を緩和するため

必要な限度において、その現場に進行してくる車両等の通行を禁止し、若しくは制限し、その現場に

ある車両等の運転者に対し、当該車両等を後退させることを命じ、又は第八条第一項、第三章第一節、

第三節若しくは第六節に規定する通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができる。 

３ 警察官は、前項の規定による措置のみによっては、その現場における混雑を緩和することができな

いと認めるときは、その混雑を緩和するため必要な限度において、その現場にある関係者に対し必要

な指示をすることができる。 

４ 警察官は、道路の損壊、火災の発生その他の事情により道路において交通の危険が生ずるおそれが

ある場合において、当該道路における危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な

限度において、当該道路につき、一時、歩行者又は車両等の通行を禁止し、又は制限することができ

る。 

５ 第一項の手信号等の意味は、政令で定める。 

（罰則 第二項については第百二十条第一項第一号 第四項については第百十九条第一項第一号、第百二

十一条第一項第一号） 

 

（道路の使用の許可） 

第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に 

係る場所を管轄する警察署長（以下この節において「所轄警察署長」という。）の許可（当該行為に

係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれか

の所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。）を受けなければならない。 

 一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人 

 二 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者 

 三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者 

 四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に

著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集

まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況

により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたもの

をしようとする者 

２ 前項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当すると

きは、所轄警察署長は、許可をしなければならない。 

 一 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。 

 二 当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行なわれることにより交通の妨害となるお

それがなくなると認められるとき。 
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 三 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得

ないものであると認められるとき。 

３ 第一項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、所轄警察署長は、当該

許可に係る行為が前項第一号に該当する場合を除き、当該許可に道路における危険を防止し、その他

交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。 

４ 所轄警察署長は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生

じたときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。 

５ 所轄警察署長は、第一項の規定による許可を受けた者が前二項の規定による条件に違反したとき、

又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、そ

の許可を取り消し、又はその許可の効力を停止することができる。 

６ 所轄警察署長は、第三項又は第四項の規定による条件に違反した者について前項の規定による処分

をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び当該

処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなけ

ればならない。ただし、交通の危険を防止するため緊急やむを得ないときは、この限りでない。  

７ 第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又は第五項の規定により

当該許可が取り消されたときは、すみやかに当該工作物の除去その他道路を原状に回復する措置を講

じなければならない。 

（罰則 第一項については第百十九条第一項第十二号の四、第百二十三条第三項及び第四項については

第百十九条第一項第十三号、第百二十三条、第七項については第百二十条第一項第十三号、第百二十

三条） 

 

（許可の手続）  

第七十八条 前条第一項の規定による許可を受けようとする者は、内閣府令で定める事項を記載した申

請書を所轄警察署長に提出しなければならない。 

２ 前条第一項の規定による許可に係る行為が道路法第三十二条第一項 又は第三項 の規定の適用を

受けるものであるときは、前項の規定による申請書の提出は、当該道路の管理者を経由して行なうこ

とができる。この場合において、道路の管理者は、すみやかに当該申請書を所轄警察署長に送付しな

ければならない。 


